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建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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政
令
第
三
百
七
十
九
号

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
五
条
の
九
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
」
を
「
第
二
十
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第

六
条
と
し
、
第
五
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
建
設
工
事
の
見
積
期
間
）

第
五
条
の
九

法
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
見
積
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得

な
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
の
期
間
は
、
五
日
以
内
に
限
り
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

工
事
一
件
の
予
定
価
格
が
五
百
万
円
に
満
た
な
い
工
事
に
つ
い
て
は
、
一
日
以
上

二

工
事
一
件
の
予
定
価
格
が
五
百
万
円
以
上
五
千
万
円
に
満
た
な
い
工
事
に
つ
い
て
は
、
十
日
以
上

三

工
事
一
件
の
予
定
価
格
が
五
千
万
円
以
上
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
十
五
日
以
上

２

国
が
入
札
の
方
法
に
よ
り
競
争
に
付
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第

百
六
十
五
号
）
第
七
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
期
間
を
前
項
の
見
積
期
間
と
み
な
す
。

第
六
条
の
四
を
第
六
条
の
五
と
し
、
第
六
条
の
三
を
第
六
条
の
四
と
し
、
第
六
条
の
二
を
第
六
条
の
三
と
し
、
同
条

の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
条
第
七
項
の
金
額
）

第
六
条
の
二

法
第
二
十
条
第
七
項
の
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
五
百
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
に
規
定
す
る
発

注
者
が
建
設
業
者
と
締
結
し
た
請
負
契
約
に
係
る
建
設
工
事
が
建
築
一
式
工
事
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
千
五
百

万
円
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
建
設
業
法
及
び
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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